
事 務 連 絡 

令和４年３月 31日 

 

各                  衛生主管部（局）御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 

 

 

「「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集（Q&A）について」の 

一部改正について」の一部訂正について 

 

令和４年３月28日付け薬生衛発0328第１号「「建築物環境衛生管理技術者の選任

に関する質疑応答集（Q&A）について」の一部改正について」の別紙の内容について、

一部誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。 

 

 

 

 

都 道 府 県 

保健所設置市 

特 別 区 



所有者Aは、

・ 特定建築物B及び特定建築物Cの維持管理状況

・ 特定建築物B及び特定建築物Cの管理技術者として従事するのに要する時間

等を勘案し、管理技術者Bが新たに特定建築物Cの管理技術者となっても、特定建築物B及び特定建築

物Cの管理技術者の業務に支障がないかどうかを確認する。支障がないことを確認できた場合には、その確

認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する（則第20条第１項第３号）。

※１ 所有者A以外に維持管理権原者がいる場合、上記の情報を当該維持管理権原者に提供した上

で「特定建築物B及び特定建築物Cの管理技術者としての業務に支障がないか」について意見を聴取

し、その意見聴取した結果は、所有者Aが作成する書面と一緒に保存すること（則第５条第４項、第

20条第１項第３号）。

※２ 管理技術者が管理技術者以外の業務もある場合、当該業務に従事する時間も勘案する必要が

あること。
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（ケース２）
所有者Ａが特定建築物Ｂの管理技術者として現に選任している管理技術者Bを、自らが所有する別の特定
建築物Ｃの管理技術者として、新たに選任しようとする場合

所有者Aは、①で作成した確認書の写しを管理技術者Bに手交する。

新たに特定建築物Ｃの管理技術
者として選任

所有者Aは特定建築物Ｂ及び特定建築物Ｃについて、法第５条第１項等の規定に基づき、それぞれ

所轄の保健所に届け出る。
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別添※修正箇所は青字下線部分


